
復興フォローアップ委員会（第３回） 次第

日 時：平成20年３月23日（日）13:30～15:30

場 所：ラッセホール 地下１階 リリーの間

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 事

（協議事項）

(1) 震災の教訓の再整理について

○ ワーキングチームの検討状況報告

(2) 高齢者自立支援･まちのにぎわいづくりについて

○ 平成19年度復興フォローアッププロジェクト報告

（報告事項）

(1) 復興の成果を県政に生かす３か年推進方策の取組状況について

４ 閉 会

配布資料

資料１ 阪神・淡路大震災の教訓の再整理 検討状況報告(たたき台)

資料２ 平成19年度復興フォローアッププロジェクト報告（案）

参考１ 復興の成果を県政に生かす３か年推進方策の取組状況

参考２ 平成20年度震災復興関連施策について
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参考１

復興の成果を県政に生かす３か年推進方策の取組状況
※全体計画H19欄の下段の（ ）は、H19年度末
実績見込みを表す

推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取組等

H19 H20 H21

１ 復興施策と一般施策が連携した高齢者の自立支援 （まちづくり復興担当部会、健康生活部生活企画局等部会）

○高齢者自立支援ひろばの拡充

【課題・問題点】・高齢者自立支援ひろばの開設 ・高齢者自立支援ひろばの開設 ・高齢者自立支援ひろばの開設 20か所 30か所 40か所
：11か所 ：16か所 (累計) (累計) (累計) ・ 既に開設している“ひろば”について機能の一層の向

・ひろば機能の向上をめざし、ひろば (19か所) 上を図るとともに、事業の効果等の事業評価をどのよう
スタッフを対象とした研修会を実施 に行っていくかを検討する必要がある。

【今後の取組方針】(H20.1.23)
・ ひろばスタッフへの効果的かつ実践的な研修として、
フォローアップ専門委員会の議論を踏まえ、ＯＪＴや事
例研究などの研修を実施。

・ どのような手法で事業評価を行っていくか、フォロー
アップ専門委員会で議論を踏まえ検討。

【課題・問題点】・ＳＣＳによる支援 ・ＳＣＳの配置：102人 ・ＳＣＳの配置：66人 75人(累計) 55人(累計) 28人(累計)
(62人) ・ 災害復興公営住宅においては、①公的な支援者による

見守りの限界、②近隣住民による見守りの方が、緊急時
の対応が可能、といったことから、ＳＣＳ等公的な支援
者による見守りから地域住民等からなる見守りグループ
等による見守り体制の構築への移行を進める必要があ
る。

【今後の取組方針】
・ 高齢者自立支援ひろばの設置の推進。

○ＬＳＡ等一般施策による高齢者支援の推進

【課題・問題点】・ＬＳＡをすべての県営高齢者 ・ＬＳＡの配置：123人 ・ＬＳＡの配置：123人 140人 150人 160人
向け特定目的住宅に配置 ・県営住宅の建替に関しては、住戸の ・県営住宅の建替に関しては、住戸の (累計) (累計) (累計) ・ 実施主体である市町は、介護保険制度の地域支援事業

一部を緊急通報ｼｽﾃﾑを備えた「ｼﾙﾊﾞｰ 一部を緊急通報ｼｽﾃﾑを備えた「ｼﾙﾊﾞ （123人） のうち、必須事業(介護予防事業等)に取り組まなければ
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ仕様 の住戸とするとともに ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ仕様」の住戸とするとともに ならず、任意事業であるLSAの配置まで余地がない市町」 、
ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞにLSA事務室を設置。 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞにLSA事務室を設置。 がある。また、市町は民生委員等を活用した高齢者見守

・建設着手に際し、市町にLSAの派遣を ・建設着手に際し、市町にLSAの派遣を り事業を行っていること等の理由により、特定住宅への
依頼｡ 依頼｡ LSA配置の必要性を感じていない市町が多い。

・ ほとんどの市町（福祉部局）は、LSA派遣事業を拡大
する意思がないのが現状。

【今後の取組方針】
・ 市町への働きかけ。

、・ 住宅担当部局と福祉担当部局合同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを設け
合同でLSA配置についての働きかけ。

・ 県営住宅の建替に際し、今後もｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ仕様の住
戸を設けるとともに、ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞにLSA事務室を設置。

【今後の取組方針】・総合的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拠点となる ・地域包括支援センターの整備 地域包括支援センターの整備 317か所 321か所 －
地域包括支援センターの整備 ：331か所 ：340か所 (累計) (累計) ・ 高齢者を包括的に支援するため地域の各資源間の連携

(340か所) 体制の構築を推進し、効果的な運営が実施できるよう支
援を実施（ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の先進事例の研究、事例提供等）

・ 各地域包括支援センターの質の向上・確保（職員研修
や情報交換等 。）

【課題・問題点】○高齢者自立支援ひろばと一般の ・高齢者自立支援ひろばの開設 ・高齢者自立支援ひろばの開設 ひろばと一
高齢者ｹｱ施策が連携した高齢者 ：11か所 ：16か所 般高齢者ケ 高齢者自立支援ひろば ・ 基金事業終了（H22年度）後の事業方向を検討してい
自立支援の仕組みづくりの推進 ・高齢者自立支援ひろばの周知と各市 ・ひろば機能の向上をめざし、ひろば ア施策との 機能の全県施策化につ くことが必要。

【今後の取組方針】等の取組について情報交換を行う キ スタッフを対象とした研修会を実施 連携強化 いて検討 等「
ックオフ・フォーラム」を開催 (H20.1.23) ・ ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ専門委員会を中心に、ひろば事業についての

H19.2 事業評価等の検証を行い、一般施策化を検討。（ ）
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

２ 災害復興公営住宅等における自治会等の地域活動の崩壊対策 （まちづくり復興担当部会）

○災害復興公営住宅における自治会や見守り活動グループへの支援

【課題・問題点】・自治会活動等の対応困難事例 ・いきいき県住推進員の配置：30人 ・いきいき県住推進員の配置：30人 30人 30人 30人
への支援等 (30人) ・ 高齢化のためｺﾐｭﾆﾃｨ活動の維持が困難となっている災

・ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄ支援事業の実施： ・ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄ支援事業の実施： 害復興公営住宅については、建築経緯等から周辺地域と
見守りｸﾞﾙｰﾌﾟ数(H18末累計462団地) 仲間づくり交流事業(125団地) ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄ支援事業の実施等 の交流が図られていない住宅もある。

【今後の取組方針】・高齢者自立支援ひろば運営団体 市 ・高齢化により自治会活動等が困難な、 、
県、専門委員会委員の間の意見交換 復興住宅の現状や対応方策について ・ 高齢者自立支援ひろば等については、ｺﾐｭﾆﾃｨ支援機能
の場としてｷｯｸｵﾌﾌｫｰﾗﾑを開催 県・市研究会において検討（6/8、8/ も期待されており、ひろばｽﾀｯﾌ研修会等での実践的な研

30） 修が必要である。
・ 災害復興公営住宅元気アップ活動支援事業の補助対象
の枠を拡大し、住宅と地域の交流を進めていく。

・ 20年度は、いきいき県住推進員27名を配置。

３ 単身高齢者対策 （県民政策部会、健康生活部生活企画局等部会、産業労働部会、まちづくり復興担当部会） 【課題・問題点】
・ 災害復興公営住宅の高齢化率は上昇を続けており、個

○単身高齢者等の閉じこもり対策 ・災害復興公営住宅高齢者元気ｱｯﾌﾟ 災害復興公営住宅高齢者元気ｱｯﾌﾟ 々の高齢者が抱える問題も多様化し、公的支援のみでは
の推進 活動支援事業：４件交付決定 活動支援事業：６件交付決定 限界がある。

・ 災害復興公営住宅高齢者元気ｱｯﾌﾟ活 ・ 地域見守りの主体を有機的に連携させる必要がある。高齢者自立支援ひろばの開設：11か所 高齢者自立支援ひろばの開設：16か所
・ＬＳＡの配置：123人 ・ＬＳＡの配置：123人 動支援事業の実施

【今後の取組方針】・地域包括支援センターの設置 ・地域包括支援センターの設置
：331か所 ：340か所 ・ 高齢者自立支援ひろばやＳＣＳ、ＬＳＡなどの公的支

・｢まちの保健室｣看護師等による訪問 ｢まちの保健室｣看護師等による訪問 援者だけでなく、ＮＰＯ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟなどの支援者
○単身高齢者等の生活支援 ：171件 ：153件 が連携をとり、地域主体の高齢者の見守り活動への移行

・県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動助成 ・県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動助成 を図る。
：助成件数 2,834件 ：助成件数 3,311件 高齢者自立支援ひろばの開設 等 ・ 県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動助成制度､NPO活動応援貸付制度の一

。・NPO活動応援貸付事業 ・NPO活動応援貸付事業 層の周知とNPOのﾆｰｽﾞに柔軟に対応した貸付制度の実施
：貸付件数 3件 ：貸付件数 3件 ・ 高齢者を包括的に支援するため地域の各資源間の連携

・ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出・育成支援事業 体制の構築を推進し、効果的な運営が実施できるよう支
：雇用創出 157人 援を行う。

・ 各地域包括支援センターの質の向上・確保（職員研修
や情報交換等 。）

（ 、・ 多様な見守り体制の推進とコーディネート 実態調査
老人クラブによる会員への見守り強化 。）

４ 公営住宅の高齢化対策 （まちづくり復興担当部会）

○子育て世帯の優先入居など公営住宅の高齢化対策の推進

【今後の取組方針】・新婚世帯・子育て世帯の優先入 ・ ひょうご21世紀県営住宅整備・管理 ・新婚世帯・子育て世帯の優先入居 40戸 60戸 80戸「
居枠の拡大 計画」の改訂：H18.4改訂 実績：161戸 (累計) (累計) (累計) ・ 定期借家制度による新婚世帯・子育て世帯の県営住宅

・新婚世帯・子育て世帯の優先入居 (198戸) 優先入居としての拡大などにより、H20は合計100戸追加
実績：37戸 設定する。

５ 県営住宅のバリアフリー化 （まちづくり復興担当部会）

○県営住宅の新型改修等、高齢者向け改修等によるバリアフリー化の推進

【課題・問題点】・県営住宅のバリアフリー化 ・ ひょうご21世紀県営住宅整備・管理 ・県営住宅のバリアフリー化 3,250戸 4,800戸 6,350戸「
の推進 計画」の改訂：H18.4改訂 :1,751戸(累計) （累計） （累計） （累計） ・ 効果的な事業実施が必要。

【今後の取組方針】・県営住宅のバリアフリー化 (1,751戸)
:1,751戸(累計) ・ 新型改修事業の対象団地及び事業内容を見直し、着実

かつ効果的に事業を推進していく。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

６ 住宅や生活に関わる悪質業者対策 （県民政策部会、まちづくり復興担当部会）

○住宅改修や消費生活に関わる悪質業者対策の推進

【課題・問題点】・消費者施策の推進 ・生活科学センター等での消費生活 ・生活科学センター等での消費生活
相談の実施 相談件数：18,828件 相談の実施、事業者指導 生活科学センター等での消費生活相 ・ 消費生活相談は年々巧妙化、複雑化しており、処理困

・地域での声かけ運動実施団体数 相談件数：16,642件 談の実施・事業者指導 難な案件が増加。
：依頼件数 1,076団体 改善指導：22件 ・ 悪質商法による被害の未然防止のため、地域での声か

・地域での声かけ運動実施団体数 地域での声かけ運動実施団体をH22 けや見守りを地域の各種団体等との協働で実施していく
：依頼件数 532団体 までに1,000団体に拡大 ことが必要。

【今後の取組方針】依頼件数
550団体 ・ 処理困難な相談事案は、専門家の協力を得て、消費者

からの苦情を適切･迅速に解決。
・ 地域団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等への声かけ運動への協力要請。

【課題・問題点】・住宅リフォーム対策の推進 ・住宅改修業者登録制度の運用 ・住宅改修業者登録制度を推進し、登
：H18.7受付開始 録情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄや県民局等で広く県 住宅改修業者登録制度の運用、リフ ・ 県民が安心して住宅改修業者を選択できる環境整備や

・ひょうご住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰにおいて、 民に公開 ォーム相談の実施 等 住宅改修業者の資質向上をより一層推進するため、登録
ﾘﾌｫｰﾑに関する電話等による一般相談 ・ひょうご住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰにおいて、 住宅改修業者数を増やすことが必要。

、 、 、のほか専門相談を実施するとともに ﾘﾌｫｰﾑに関する各種相談に対応するた ・ 安全・安心な住宅ストックを増やすためには 耐震化
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを派遣 め、電話等による一般相談のほか専 バリアフリー化等を行うとする県民に対して適切な情

門相談を実施するとともに ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ 報、助言を提供することが必要。、
【今後の取組方針】ｰを派遣
・ ひょうご住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰにおいて、リフォームに関
する相談業務やｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣を行い、適切な住宅改修
工事ができる環境を整備する。

・ また、各地域できめ細かい情報提供を行うため、各市
町でもリフォームに関する相談窓口が設置されるよう普
及啓発等を実施。

７ 公共交通のバリアフリー化などユニバーサル社会づくり （健康生活部生活企画局等部会、まちづくり復興担当部会）

○公共交通、住宅、施設等のバリアフリー化などユニバーサル社会づくりの推進

【今後の取組方針】・ ・｢ひょうごﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり総合指 ・｢ひょうごﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり総合指県民､地域団体､NPO､企業､市町等
針｣に基づく取り組みの実施 針｣に基づく取り組みの実施 ・ 「ユニバーサル社会づくりひょうご推進会議」を中心幅広く参加する推進会議の設置

・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくりひょうご推進会議 ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくりひょうご推進会議 150団体 200団体 － に、ユニバーサル社会づくりに賛同する地域団体、企業
参加団体数：183団体(累計) 参加団体数：220団体(累計) （累計） （累計） などの参加を得て推進。

(220団体)

・事業所等の率先する率先行動の ・率先行動計画策定事業所数 ・率先行動計画策定事業所数 150事業所 200事業所 －
促進 ：119事業所 ：157事業所 (累計) (累計)

( )158事業所

【課題・問題点】・利用者の多い駅舎のバリアフリ ・福祉のまちづくり条例に基づく公共 ・福祉のまちづくり条例に基づく公共
ー化99%作戦 交通のバリアフリー化 交通のバリアフリー化 ・ ｽﾍﾟｰｽの問題によりｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の設置が困難なｹｰｽ、用

・利用者の多い駅舎のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 ・利用者の多い駅舎のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 88% 92% 95% 地確保等でバリアフリー化が困難な駅がある。
【今後の取組方針】：累計141駅 ：累計141駅 (累計154駅) (累計160駅) (累計166駅)

(83%) ・ 継続的な事業者及び地元市町への働きかけ。
・ 多額の費用を要する駅舎への上限を超えた補助。(累計145駅)
・ 資金力の弱い鉄道事業者へのきめ細かい指導。

【課題・問題点】・福祉のまちづくり重点地区や ・歩道の段差解消：11,764か所 ・歩道の段差解消：11,764か所(累計) 32,500か所 － －
あんしん歩行エリア等を重点的 (累計) ・ 地元関係者（地先所有者など）との調整。

【今後の取組方針】に歩道の段差解消 (32,500か所）
・ 予算不足などにより進捗が遅れていたが、平成18年度
より公共事業による事業費の確保に努めている。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

【課題・問題点】・診療所や店舗など民間の生活利 ・民間の生活利便施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 ・民間の生活利便施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 100施設 － －
便施設のバリアフリー化促進 ：53施設(累計) ：63施設(累計) (累計) ・ 中小企業者の改修資金確保が困難である上、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

(65施設) 化のﾒﾘｯﾄが経営に反映されることが明確でない状況｡
・ 福祉のまちづくり重点地区やﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり実践ﾓ
ﾃﾞﾙ地区内でﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化のﾒﾘｯﾄが高い特定経路を定め、ﾊﾞ
ﾘｱﾌﾘｰ化を行う仕組みを設けるとともに、中小企業者へ
の理解を求めるための制度PRが必要。

・ 本事業の補助要綱未制定の市町があることから、制度
の普及啓発が必要。

【今後の取組方針】
・ PR用チラシの作成・配布やホームページでのPR。
・ 県民局を通じた案件を掘り起こすため、まちづくり推
進意見交換会等で資料配布等。

８ 高齢者のエンパワーメント(能力向上)の支援 （県民政策部会、まちづくり復興担当部会）

○高齢者大学等による高齢者の生きがいづくりのためのエンパワーメントの支援

【課題・問題点】・いなみ野学園４年制大学に加え ・県内７地域での高齢者大学の開設 ・県内７地域での高齢者大学の開設 100人 200人 300人
大学院を開設 ・いなみ野学園大学院の開設(H18.4) ・いなみ野学園大学院の開設(H18.4) (累計) (累計) (累計) ・ 団塊世代をはじめとする高齢者の新たな学習ﾆｰｽﾞに対

(100人） 応したカリキュラムの充実が必要。
【今後の取組方針】
・ 第7期生涯学習審議会(H19.6～)における、高齢者学習
推進体制の具体的検討。

９ 高齢者の知識やノウハウの社会での活用 （健康生活部生活企画局等部会、産業労働部会、まちづくり復興担当部会）

○高齢者がこれまで培ったノウハウや学んだ知識の地域社会での活用

【課題・問題点】・県老人クラブ・市町老人クラブ ・老人クラブの社会活動や健康づくり ・老人クラブの社会活動や健康づくり 21か所 31か所 41か所
連合会に青年部会の設置 活動への支援事業の実施 活動への支援事業の実施 (累計) (累計) (累計) ・ 青年部会設置後も一過性で終わるのではなく、引き続

・青年部会設置数：11か所(累計) ・青年部会設置数：21か所(累計) (21か所) き、青年部会を活用し、若手会員の活躍の場づくりや加
入促進等について協議を行っていくことが必要。

【今後の取組方針】
・老人クラブ健康づくり事業 ・老人クラブ健康づくり事業の拡充 ・老人クラブ健康づくり事業の拡充 14,000人 16,000人 16,000人 ・ 市町老人ｸﾗﾌﾞ連合会青年部会が効果的に運用されるよ
の拡充 ：13,000人 ：14,000人 (14,000人) う県老人ｸﾗﾌﾞ連合会による支援を実施。

県・市町老人ｸﾗﾌﾞ連合会が行う健康づくり事業に対する支援。・

10 持続可能な住民主体のにぎわいづくり （まちづくり復興担当部会、産業労働部会）

【課題・問題点】○まちのにぎわいづくり一括助成 ・まちのにぎわいづくり一括助成事業 ・まちのにぎわいづくり一括助成事業 23団体 33団体 40団体
事業による地域の主体的な発意 の創設：助成団体 13団体 の実施：助成団体 24団体（累計） (累計) (累計) (累計) ・ 一過性のプロジェクトではなく、補助事業終了後も地
によるまちのにぎわい創出 （24団体） 域住民が主体的に継続して、取組を実施できるよう適切

なフォローアップを行うことが必要。
【今後の取組方針】
・ 事業の進捗状況等をホームページ上に公開するなど
｢開かれた取組」を確保。
専門家等を含めた採択団体に対する相談･支援体制を充実・

・ 採択団体同士の交流の場の提供による情報の共有化。
・ 事例集の作成等による情報の発信。

【課題・問題点】○地域商業の活性化とまちづくりの ・大型店出店対策事業
緊密な連携によるまちのにぎわい 事業の実施に向け、県内２か所で ・ 改正都市計画法が本格施行されたH19.11までに大型店地域商業の活性化とまちづくりが
創出 ー 調整中 の出店計画が進む地域において影響が懸念される商店街連携したにぎわいづくり施策の展開

・商人塾実施事業 まちなか商業再活性化事業 に対する支援が必要。
【今後の取組方針】県内５か所で実施中 ・大型店出店対策事業(⑲新規)

」 。・ ・ ｢駐車場 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝ を平成19年度末を目途に策定商人塾実施事業(⑲新規) 整備計画
駐車場整備計画ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝの作成等 市町が行う大型店対策への補助を実施｡また､商人塾の開催を支援。・ ・
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H19 H20 H21

11 まちづくり協議会を核としたまちづくり （まちづくり復興担当部会）

【今後の取組方針】○復興まちづくり支援事業を活用 ・復興まちづくり支援事業の実施 ・復興まちづくり支援事業の実施
したまちづくり協議会等のまち 復興まちづくり支援事業の実施 ・ 引き続き支援を行い､住民主体の市街地の健全な復興
づくり活動への支援 を推進。

○まちづくり協議会等の持続的な発展を通じたまちづくりの推進

【課題・問題点】・まちづくり支援事業の実施 ・まちづくり支援事業の実施：38市町 ・まちづくり支援事業の実施：38市町 38市町 39市町 40市町
(累計) (累計) （累計） ・ 県と市町の役割分担や今後の支援施策のあり方につい
(38市町) て、再考することが必要。

【今後の取組方針】
・ 県、市町の支援施策のあり方等について、市町や専門
家との意見交換を行いながらｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会議等で検討。

12 地域団体・ＮＰＯ等によるまちのにぎわい創出 （県民政策部会）

○自治会、婦人会等の地域団体やＮＰＯ等によるまちづくり活動を通じたまちのにぎわい創出

【課題・問題点】・地域づくり活動応援事業の実施 ・地域づくり活動応援事業の実施 ・地域づくり活動応援事業の実施 2,430団体 2,910団体 3,390団体
：1,901団体(累計) ：2,312団体(累計) (累計) (累計) (累計) ・ 事業開始から5年が経過し、地域づくり活動支援にお

(2,312 ) ける県・市町の役割や他の支援制度との関係から、事業団体
のあり方を検討していくことが課題となっており、地域
団体等が助成を受けた後も活動を継続できるよう支援す
るとともに、中間支援組織の育成を図ることが必要。

【今後の取組方針】
・ 県民の発案に基づく主体的な地域づくり活動に対し、
より効果的に支援できるよう事業の枠組み等についても
検討していく。

・ また、地域づくり活動サポーターによる指導、助言、
、 、情報提供等を行うとともに 既存の中間支援組織のほか

広域的な活動を行う中間支援組織となる団体を支援して
いく。

13 大学・学生との協働によるまちづくり （まちづくり復興担当部会、神戸県民局）

【今後の取組方針】○子どもたちや学生など若者の元気 ・神戸大学との「まちづくり協定」 ・神戸大学との「まちづくり協定」
によるまちのにぎわい創出 （H17.12締結）に基づく共同事業等 （H17.12締結）に基づく共同事業等 ・ 大学との連携によるまちづくりを希望する地区におい大学と連携したまちづくりの推進等

の実施 の実施 て支援の要件が合致する場合は積極的に支援。
・兵庫県立大学環境人間学部と、まち ・兵庫県立大学環境人間学部と、まち
づくり支援事業を活用した連携によ づくり支援事業を活用した連携によ
り、これまで5地区(上郡地区（上郡 り、これまで5地区(上郡地区（上郡
町 、城南地区(姫路市)、中仁野地区 町 、城南地区(姫路市)、中仁野地区） ）

、 、 、 、(姫路市) 佐用・長尾地区(佐用町) (姫路市) 佐用・長尾地区(佐用町)
小代区大谷地区(香美町))を支援。 小代区大谷地区(香美町))を支援。

14 被災商店街のにぎわい回復 （産業労働部会）

○被災商店街のにぎわいや活気の回復

【課題・問題点】・商店街・小売市場復興イベント ・商店街・小売市場復興イベント開催 商店街・小売市場復興イベント開催 90件/年 90件/年 80件/年
開催支援 支援事業等の実施： 支援事業等の実施： (83件) ・ 被災商店街では店舗数、売上高が減少しているなど商助成件数 77件/年 助成件数 83件

店街の復興は十分進んでおらず、景気の低迷による消費
者購買力の低下等により、商店街の地盤は一層低下傾向

。 、 、にある 現在 被災商店街の支援は不可欠な状況にあり
21年度末までに復興の総仕上げを行う必要がある。

【今後の取組方針】
・ 被災商店街による自己評価調書に基づき、支援する商
店街の優先順位を定め、長期的な戦略に立った効果的で
実効性の高い事業を展開していく。

【課題・問題点】・商店街・小売市場共同施設建設 ・商店街・小売市場共同施設建設費 ・商店街・小売市場共同施設建設費 25件/年 20件/年 20件/年
費助成事業 助成事業の実施：助成件数 19件/年 助成事業の実施：助成件数 20件 (20件) ・ 被災商店街では店舗数、売上高が減少しているなど商

店街の復興は十分進んでいない。
【今後の取組方針】
・ 窓口となる市町と協力して事業をＰＲし、案件を掘り
起こしていく。
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H19 H20 H21

15 特色ある商店街づくり （産業労働部会）

○先導的な取り組みによる被災商店街の活性化

【課題・問題点】・元気アップ事業の展開 ・元気アップ事業の展開：651件 ・元気アップ事業の展開：926件 700件 1,000件 1,200件
先導的活性化事業の特色枠の創設 (累計) (累計) (累計) ・ まちづくりと一体となった商店街活性化に向けた取組

(926件） を支援し、地域に根ざした賑わいのある商店街・商業集
積の形成を推進する。

【今後の取組方針】
・ 先導的活性化事業や空き店舗活用支援事業等を通じ
て、商店街がその活性化を目指して実施する先導的な取
組を支援する。

16 残存空地の活用 （まちづくり復興担当部会）

○被災市街地における空き地の緑化等によるにぎわいづくりの推進

【課題・問題点】・被災地空地の緑化推進助成事業 ・被災地花いっぱいモデル助成事業、 ・被災地花いっぱいモデル助成事業、 60件(累計) 70件(累計) 80件(累計)
の実施 被災地空地の緑化推進助成事業の 被災地空地の緑化推進助成事業の (52件) ・ １年草による同一箇所での取組みでは、いずれ助成の

実施 実施 上限にかかるため、継続的な空地の緑化には厳しい。
【今後の取組方針】・ ・被災地空地の緑化推進助成事業助成件数 被災地空地の緑化推進助成事業助成件数

：47件(累計) ：52件(累計) ・ 多年草･低木を中心とした持続型植栽への転換を図る｡

17 地域景観の形成 （まちづくり復興担当部会）

○住民の参画による景観まちづくりの推進 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】・景観形成等基本方針改定 ・ 景観の形成等に関する条例 （H18. 「景観の形成等に関する条例 （H18.「 」 」
地域住民や各行政機関が共有すべき地域の景観の将来像3改正）に基づく景観形成地区等の指 3改正）に基づく景観形成地区等の指 ・

と景観に関する具体的な取組を明確に示すことが必要。定、街路等の緑化の推進 定、街路等の緑化の推進
・ ・ 地域景観形成等基本計画を示し、参画と協働による景景観形成等基本方針改定(H18.3改訂) 景観形成等基本方針改定(H18.3改訂) 景観条例による魅力ある景観の創造・保全

観形成を推進。・地域景観形成等基本計画を定めること ・地域景観形成等基本計画を定めること
【今後の取組方針】を条例化 を条例化
・ 年度は西播磨及び丹波地域の地域景観形成等基本計19
画を策定し、総合的、計画的な景観施策の方向性を示す。・景観形成地区等の指定 ・ ・景観形成地区等の指定：24市町(累計) 景観形成地区等の指定：24市町(累計) 32市町(累計) 38市町(累計) 41市町(累計)

(28市町)

【課題・問題点】・都市地域の緑地率30% ・都市地域の緑地率：(27.9％） ・都市地域の緑地率：(6月集計） 28.2% 28.5% 28.7%
補助事業完了後も引き続き、地域住民が主体的に継続し(28.2%) ・

て、緑化活動ができるよう、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを行っていくことが必
要。
【今後の取組方針】・都市部のまちなみ植樹数 ・都市部のまちなみ植樹数： 20万本） ・都市部のまちなみ植樹数： 6月集計 40万本 60万本 80万本（ （ ）

(累計) (累計) (累計) ・ 「花と緑のまちづくりセンター」と連携し、補助申請
(40万本） 者への緑化指導等県民の取組を支援。

【課題・問題点】・全県花緑いっぱい運動の展開 ・全県花緑いっぱい運動の展開 ・全県花緑いっぱい運動の展開
人材・組織の育成による全県花緑い ・ 全県花緑いっぱい運動を展開するため 「持続型花緑、
っぱい運動の展開 活動支援事業」を19年度から行っているが、今後も引き

続き、住民主体的による持続可能な花緑活動を推進する
ことが必要。

【今後の取組方針】
・ すでに持続型花壇に転換した団体をフォローアップす
るとともに、新たに持続性のある花壇等の整備や継続し
た活動を進める団体に対して支援を行い、持続可能な花
緑活動のさらなる促進を図る。

【課題・問題点】・県下の花・緑活動団体数 ・県下の花・緑活動団体数 ・県下の花・緑活動団体数 2,100団体 2,200団体 2,300団体
：2,000団体(累計) ：2,100団体(累計) (累計) (累計) (累計) ・ 全県花緑いっぱい運動を展開するため 「花いっぱいﾓ、

ﾃﾞﾙ助成事業」を18年度まで行ってきたが、事業終了後(2,100団体)
も引き続き、地域住民が主体的に継続的に活動できるよ
うフォローアップすることが必要。

【今後の取組方針】
・ 19年度は「持続型花緑活動支援事業」を展開し、住民
主体の持続的な花緑活動への支援を実施。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

18 復興市街地整備事業等の早期完成 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○復興市街地再開発事業の早期完成 ・新長田駅南地区 市街地再開発事業 ・新長田駅南地区 市街地再開発事業（ ） （ ）
に向けた取り組みの推進 の事業推進 の事業推進 ・ 新長田駅南地区の一部区域で事業計画、管理処分計画新長田駅南地区（市街地再開発）の事業推進

が未決定。
【今後の取組方針】
・ まちづくり協議会や権利者等との精力的な協議・調整
を進め、柔軟な対応により早期着工を図る。19年度中に

。 、は３棟が工事完成予定 事業計画未決定地区については
引き続き地元等と協議。

【課題・問題点】○復興土地区画整理事業の早期完成 ・西宮北口駅北東・富島地区等（土地 ・西宮北口駅北東・富島地区等（土地
に向けた取り組みの推進 区画整理事業）の事業推進 区画整理事業）の事業推進 ・ 鷹取東第二地区については19年度中、西宮北口駅北東西宮北口駅北

地区、富島地区については20年度換地処分を目指す。新東等(土地区画
長田駅北地区については、21年度事業完了を目指す。整理)の事業推

【今後の取組方針】進
・ 未移転物件に対して直接施行を視野に入れた対応を行
い、早期完成を目指す。

19 復興市街地における住宅再建や商業機能の再生 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○復興市街地整備事業地区等におけ ・ 復興市街地再開発商業施設等入居促 ・ 復興市街地再開発商業施設等入居促「 「
る空地・空床の利用促進 進事業」等の実施 進事業」等の実施 ・ 新長田駅南地区において、市街地再開発事業の途中で復興市街地再開発商業施設等入居促進事業等の実施

まちが未完成であることなどから、空き区画等の解消が
進んでいない。

【今後の取組方針】
・ 市街地再開発事業の施行者である神戸市と連携しなが
ら、支援制度の普及啓発に努め、入居の促進を図る。

20 中心市街地の活性化 （まちづくり復興担当部会）

○まちづくり三法の改正等を踏まえた、被災市街地における中心市街地活性化の推進

【課題・問題点】・広域土地利用プログラムの策定 ・ まちづくり三法」の改正（H18.5） ・ 広域土地利用プログラム｣(東播内陸「 「 広域土地利
・ 広域土地利用プログラム｣(阪神間､ 部､中播内陸部)の策定 ・ 改正法に基づく基本計画の内閣総理大臣認定が多くの「 用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
東播臨海部､中播臨海部)の策定 支援措置の前提となっているが、認定のハードルは高い(東播内陸
(H18.9) ため、基本計画を策定する市町への支援とともに、その部､中播内

他の市町では中心市街地以外での大規模店舗立地を抑制陸部)策定
する取組を推進していくことが必要。

【今後の取組方針】
・改正法に基づく中心市街地活性 ・改正法に基づく中心市街地活性化基 ・改正法に基づく中心市街地活性化基 6か所 12か所 18か所 ・ 市町とともに｢都心活性化協議会｣を設置し、広域的な
化基本計画策定済み箇所数 本計画の策定 本計画の策定 (累計) (累計) (累計) 課題等を協議する中で、基本計画の策定とともに、商業

国への認定申請：１市（1か所） (1か所) 施設等の土地利用ゾーニング策定を指導。

・商業施設等の土地利用ゾーニン ・商業施設等の土地利用ゾーニング ・商業施設等の土地利用ゾーニング 5市町 8市町 11市町
グ策定市町数 策定市町数：2市町(累計) 策定市町数：5市町(累計) (累計) (累計) (累計)

(5市町)

・立地調整条例に基づく届出件数 ・立地調整条例に基づく届出件数 ・立地調整条例に基づく届出件数
大規模集客施設の立地に係る都市機：19件 ：25件
能の調和に関する条例の施行

（毎年度30件の届出）
(30件）
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

21 県外居住被災者の帰県支援 （まちづくり復興担当部会）

【今後の取組方針】○県外居住被災者の帰県の支援 ・県営住宅優先入居枠の確保：80戸 ・県営住宅優先入居枠の確保：102戸
・県外居住被災者への情報提供等 ・県外居住被災者への情報提供等 ・ 20年度募集においても、県営住宅に入居を希望する県県営住宅優先入居枠の確保
（帰県意向の確認等 ：178世帯 （帰県意向の確認等 ：153世帯 外被災者を対象とした優先入居枠を設定（戸数未定 。） ） ）県外居住被災者への情報提供等

22 災害援護資金の償還対策 （健康生活部生活企画局等部会）

【課題・問題点】○未償還金の償還促進 ・市町における未償還金の償還事務の ・市町における未償還金の償還事務の
促進 促進 ・ 未だ多額の未償還金があり、各市は積極的な償還指導市町における未償還金の

に継続して取り組むなど償還努力を示すことが必要。償還事務の促進
【今後の取組方針】
・ 各市に対する償還指導の強化を図るとともに、取組状
況等の定期報告を求める。また、償還指導員の設置経費償還期限の
の補助等の支援を実施。再延長等の

国との協議
【課題・問題点】○償還期限延長の５年経過後を見 ・国に対する免除要件の拡大等につい ・国に対する免除要件の拡大等につい

据えた取り組みの推進 ての要望の継続 ての要望の継続 ・ 各市が最大限の償還努力を行っても延長された5年間・国への免除要件拡大等
で未償還金が全額償還されることは非常に困難であるこの要望継続
とから､免除要件の拡大と償還期限の再延長を国に働き・償還期限の再延長など
かけることが必要。５年経過後を見据えた

【今後の取組方針】対応方針の検討
・ 県及び関係市が協力し、国に対して要望を行うととも
に、国会議員へも支援要請を実施。

23 生活福祉資金の償還対策 （健康生活部生活企画局等部会）

【課題・問題点】○未償還金の償還の促進等 ・県と県社協との今後の償還事務等の ・未償還金の償還の促進等
方針決定：H19.1 ・償還免除の取り扱いについて国と協 ・ 今後のさらなる償還努力が必要。また、徴収困難者等未償還金の償還の促進等

・未償還金の償還の促進等 議（H19.11） について、借受人の実態把握が必要。
・ 償還免除要件について国との協議の継続実施が必要。
【今後の取組方針】
・ 県社協における償還事務の強化、徴収困難者等の未償
還金額の確定、償還免除要件についての国への要望の継
続実施。

24 中小企業緊急災害復旧資金の償還対策 （産業労働部会）

【今後の取組方針】○未償還企業に対する相談、融資 ・緊急･災害復旧資金の償還対策につい ・緊急･災害復旧資金の償還対策につい
条件の変更や借換貸付の活用等 ての方針(H16.12)に基づく未償還金 ての方針(H16.12)に基づく未償還金 ・ 引き続き、償還事務を継続して行うとともに、償還困未償還金の償還の促進等
による円滑な償還の促進等 の償還の促進等 の償還の促進等 難な企業へは条件変更等により対応する。

25 生活復興資金の償還対策 （まちづくり復興担当部会）

【今後の取組方針】○未償還金の償還の促進等 ・未償還金の償還の促進等 ・H19.3で約定償還終了
（H19.3で償還終了） ・ 平成19年3月で償還完了済み。未償還金の償還の促進等

26 災害復興公営住宅の家賃対策 （まちづくり復興担当部会）

【今後の取組方針】○災害復興公営住宅家賃の特別減免 ・特別減免から一般減免への移行の ・特別減免から一般減免への移行の
から一般減免への円滑な移行 扱いについての方針決定（H18.6） 扱いについての方針決定（H18.6） ・ 特別減免から一般減免への円滑な移行を図るため、一公営住宅家賃の一般減免制度等の

・一般の低所得者対策としての円滑な 般減免制度への移行後は、一般の低所得者対策としての円滑な運用
制度運用 円滑な制度運用を進めるなど適切かつ公平な家賃対策を

推進する。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

27 震災特例住宅税制の優遇措置による支援 （まちづくり復興担当部会）

【今後の取組方針】○震災特例住宅税制による被災市街 ・震災特例税制の優遇措置による住宅 ・震災特例税制の優遇措置による住宅
地における住宅建設等への支援 建設の支援 建設の支援 ・ 本特例制度について、平成17年4月以降、被災市街地震災特例税制による住宅建設支援

復興土地区画整理事業等の事業施行地区内は5年延長さ
れている。平成22年度に延長期間の期限を迎えるため、
21年度に被災市街地復興土地区画整理事業等の進捗状況
を見ながら取組方針を検討。

28 被災自治体の震災関連地方債の償還対策 （企画管理部会）

【課題・問題点】○被災市の実情を踏まえた既発債 ・既発債の償還延長等の支援を国に ・既発債の償還延長等の支援を国に
の償還延長等の措置への取り組み 要望 要望 ・ 被災市の財政状況は依然厳しい状況が続くものと考え償還延長等の支援を国に要望

られ、今後、さらなる財政逼迫の状況が生じる可能性が
ある。

【今後の取組方針】
・ 与党プロジェクトチームの方針決定に基づき、議員立
法による償還延長の具体化も検討されると認識してお
、 、 。り 引き続き 国の予算編成に対する提案を通じて要望

29 まちの保健室の定着・発展 （健康生活部生活企画局等部会）

○まちの保健室の全県展開の推進

【課題・問題点】・まちの保健室の開設 ・まちの保健室の開設：351か所 ・まちの保健室の開設：493か所 520か所 520か所 520か所
(累計) (累計) (累計) ・ 看護協会に対する目標達成に向けての支援。
(520か所) ・ 22年度以降の「まちの保健室」のあり方について検討

することが必要。・事業内容
【今後の取組方針】の拡充
・ まちの子育てひろばや健康福祉事務所と一層連携を強

○H22以降の事業展開方策や県から めるとともに､政令市・市町・関係団体へ情報提供を行H22以降の
の支援内容等の決定 い、各事業とﾀｲｱｯﾌﾟするなど、開設促進を図っていく。H22以降の事業展開方 支援内容等

・ まちの保健室特別推進委員会(県看護協会)に県職員が策や県の支援内容等の の決定
参加し､｢まちの保健室｣開設促進や運営の充実について検討
検討するとともに、各市町の理解を求めるため、説明会
などを行う。

・ 将来の｢まちの保健室｣のあり方について検討すること
を目的にまちの保健室検討委員会（県看護協会）及びワ
ーキング会議において情報提供や助言を実施するととも
に 「まちの保健室」の利用者等に対して聞き取り調査、
を行い、ニーズに対応した支援の方向を明らかにする。

30 シルバーハウジング、コレクティブハウジング等の推進 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○震災を契機としたコレクティブ ・民間コレクティブハウジング整備へ ・民間コレクティブハウジング整備へ 県営ｺﾚｸﾃｨ
ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞに対する県民の認識がまだ十分でないとハウジング等の新しい住まいづ のアドバイザー派遣等 のアドバイザー派遣等 ・ﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 県営ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞに

思われるので､引き続き県民に周知していくことが必要。くりの推進 ・県営コレクティブハウジングにおけ ・県営コレクティブハウジングにおけ における多 おける多世代協同居住
【今後の取組方針】る多世代協同居住のモデル的実施の る多世代協同居住のモデル的実施 世代協同居 のﾓﾃﾞﾙ的実施・検証、

検討 ・ ひょうご住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰにおいて、引き続きｺﾚｸﾃｨﾌﾞ住のﾓﾃﾞﾙ的 民間事業への支援の検
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞの建設等に関する相談に対応するとともに、制実施等 討等
度の普及啓発の実施。

・ 県営ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞにおいて、子育て世帯の入居を可
能とすることにより、若年世帯と高齢者世帯との混住に
よる子育て支援等を育成する多世代協同居住をモデル的
に実施。検証を踏まえ、H22以降の対応方針を決定。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

31 こころのケア対策の推進 （健康生活部生活企画局等部会）

【課題・問題点】○兵庫県こころのケアセンターの ・兵庫県こころのケアセンターに ・兵庫県こころのケアセンターに
活動の成果を生かした総合的な おけるこころのケア事業の実施 おけるこころのケア事業の実施 ・ こころのケアに対する正しい理解を一層広めるため兵庫県こころのケアセンターの活動

、 。こころのケア対策の推進 相談件数 1,363件 相談件数 1,214件 に 今後もこころのケアに関する啓発を行うことが必要の成果を生かした総合的なこころの
【今後の取組方針】診療件数 2,593件 診療件数 2,538件 ケア対策の推進

研修累積 21ｺｰｽ延べ790人受講 研修累積 17ｺｰｽ延べ638人受講 ・ 引き続き、こころのケアセンターにおいて、こころの
研究内容 短期･長期研究各4部門 研究内容 短期･長期研究各4部門 ケアに関する相談、診療、研究、研修等を実施。

32 心のケア担当教員の取り組みを継承した教育相談体制の充実 （教育委員会事務局部会）

○心のケアを必要とする児童生徒に対する、スクールカウンセラー等専門家及び関係機関との連携による相談・支援体制の充実

【課題・問題点】・心のケア担当教員の配置 ・ ・震災にかかる心のケア担当教員の配置 震災にかかる心のケア担当教員の配置
：16名 ：13名 ・ 震災に係る心のケア担当教員の平成21年度までの継続心のケア担当教員の配置の継続(～H21)

配置と心のケア担当教員取り組みの成果を踏まえた相談
・支援体制の充実。

【今後の取組方針】
・ 被災した児童生徒が中学校を卒業する21年度まで､在
籍状況を把握し､必要に応じて国に対して心のケア担当
教員の継続配置を要望｡

・ こころのケア担当教員を対象とした研修会を実施。

（参考）
症状の重い児童生徒や要配慮児童生徒が10名以上在籍

当する学校もあるため、引き続き、国に対し心のケア担
教員の継続配置を要望している。

【今後の取組方針】・スクールカウンセラーの配置 ・全公立中学校・中等教育学校271校、 ・全公立中学校・中等教育学校271校、
小学校拠点校30校へのスクールカウ 小学校拠点校30校へのスクールカウ ・ 国に対して、配置校種及び基準の拡大を要望。ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配置の継続、小学校

など配置校種の拡大等ンセラーの配置 ンセラーの配置

【今後の取組方針】・教職員のカウンセリング・マイ ・教職員のカウンセリング・マインド ・教職員のカウンセリング・マインド
ンド研修の実施 研修の実施 研修の実施 ・ カウンセリング・マインドを高めるための教員研修をｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞを高めるための

実施。教員研修の実施

33 震災を機に広がった県民ボランタリー活動の推進 （県民政策部会）

○ひょうごボランタリープラザを中心とした各種ボランタリー活動支援の推進

【課題・問題点】・ボランタリー基金による活動 ・ひょうごボランタリープラザ（H14.6 ・ひょうごボランタリープラザ（H14.6
助成 設置）による支援事業の実施 設置）による支援事業の実施 ・ 現行助成メニュー創設から３年が経過し、助成制度が

・ 平成18年度ボランタリー活動元気 浸透してきたが、申請実績の低い助成制度等もあり、活「
アッププログラム」の策定（H18.4） ・ボランタリー基金による活動助成 動団体等のニーズ等を踏まえて、さらなる助成メニュー3,300件/年 3,300件/年 3,300件/年

：3,413件 (3,488件) の充実に努める必要がある。
【今後の取組方針】・ボランタリー基金による活動助成

：3,006件 ・ 効果的な制度活用に向けて、助成制度の一層の周知を
図るとともに、実績やニーズ等を踏まえ、助成制度につ
いて検証を行う。

【課題・問題点】・ＮＰＯと行政の協働会議の設置 ・NPOと行政の協働会議の設置 ・NPOと行政の協働会議の開催
・ NPOと行政の協働会議の実効性を一層進めるため、提ＮＰＯと行政の協働による地域課題の解
言の内容充実や実効性の確保を図る必要がある。決に向けての協議・情報交換等の実施

【今後の取組方針】
・ 地域課題の解決に向けての協議・情報交換等を行うた

、 、 、 、め 引き続き 全体会 NPO部会等を開催するとともに
一層有効な協議を行っていくため「専門部会」活動の充
実 「全体会」の運営方法についての見直し等を行う。、

【課題・問題点】・ＮＰＯ貸付制度による支援 ・NPO活動応援貸付事業：貸付件数 3件 ・NPO活動応援貸付事業：貸付件数 2件
・ 申請時期等制度の周知を図り、ＮＰＯ法人等のニーズ事業資金の貸付によるＮＰＯ
にあったタイムリーな貸付を行っていく必要がある。活動発展の支援

【今後の取組方針】
・ 手続き期間の短縮や貸付回数の増加など、より使い易
い制度への改善を図ったところであるが、より一層の制

。度の周知に努めるとともに､審査方法の見直し等を行う
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

【課題・問題点】○地域を舞台とした団塊世代等シ ・ボランタリー活動トライやる実施マ ・ 団塊世代等地域づくり活動きっかけ「
ニア層の地域づくり活動の促進 ニュアルの作成(H19.3) づくり支援事業」の実施（ＮＰＯ法 ・ 団塊世代等が地域づくり活動に参加するためのきっか団塊世代等シニア層の地域での

人６団体へ助成） けづくり等の支援をＮＰＯ法人等が行っていく必要があ活動による「新しい公」の担い
るがノウハウが不足しており、今後有効な支援策の検討手の創出
を行っていく必要がある。

【今後の取組方針】
・ アンケート調査により、団塊世代の退職後の意向等を
を把握するとともに、ニーズにあった事業内容の検討を
踏まえ、団塊世代等シニア層の地域づくり活動への参加
を支援する。

34 文化を活かした個性ある地域づくり （県民政策部会、教育委員会事務局部会）

○芸術文化センターや県立美術館等を活用した個性ある地域づくりの推進 （県民政策部会、教育委員会事務局部会）

「 」（ ） 「 」（ ）・芸術文化センターにおける公演 ・ 芸術文化振興ビジョン H16.5策定 ・ 芸術文化振興ビジョン H16.5策定
の実施 に基づく各種文化事業の実施 に基づく各種文化事業の実施

【今後の取組方針】・芸術文化センターにおける公演の ・芸術文化センターにおける公演の 80事業 120事業 160事業
実施:131事業189公演(楽団事業除く) 実施:215事業339公演(楽団事業除く) 140公演 200公演 260公演 ・ 好調な滑り出しを持続させ、さらなるファンの獲得を

(累計) (累計) (累計) 目指すとともに芸術文化センターの事業展開を軌道に乗
(266事業 せる。
432公演)

【今後の取組方針】・県立美術館「芸術の館」の整備 ・特別展等魅力ある展覧会の開催 ・特別展等魅力ある展覧会の開催
・充実 ・ 年間5～6本の特別展等開催。また、展覧会に関連のあ特別展等魅力ある展覧会の開催

る演奏会や映画の上映等を実施。

【課題・問題点】・庁舎ロビー等を活用した街かど ・庁舎ロビー等を活用した街かどﾊﾟﾌｫｰ ・庁舎ロビー等を活用した街かどﾊﾟﾌｫｰ 27件 51件 75件
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの応援 ﾏﾝｽの応援：15件 ﾏﾝｽの応援：28件 (累計) (累計) (累計) ・ 利用実態や県民需要（ニーズ）を踏まえた改善等の検

(29件) 討や制度の周知。
【今後の取組方針】
・ 県民需要(ﾆｰｽﾞ)の調査研究と事業広報の充実。

【課題・問題点】○ヘリテージマネージャー（歴史 ・ヘリテージマネージャーの養成講習 ・ヘリテージマネージャーの養成講習
文化遺産活用推進員）の養成 会の実施：95人養成 会の実施：45人養成 ・ 平成17年度に改正された文化財保護法により新たに保ヘリテージマネージャーの養成

護の対象となった登録有形民俗文化財・登録記念物に対（毎年度45人養成）
（45人） 応するため、民俗文化財や記念物に対するヘリテージマ

ネージャーの養成が望まれる。
【今後の取組方針】
・ 平成20年度 建造部門（30人）の養成

平成21年度 有形民俗文化財部門（30人）の養成
平成22年度 登録記念物部門（15人）の養成

35 青少年の体験・交流の機会づくりの推進 （県民政策部会）

○「子どもの冒険ひろば 「若者ゆうゆう広場」などによる青少年の体験・交流の機会づくりの推進」

【課題・問題点】・ 子どもの冒険ひろば事業」 ・子どもの冒険ひろばの開設：295か所 ・子どもの冒険ひろばの開設：371か所 360か所 － －「
の展開 (累計) ・ 情報誌の発行、関係者の交流促進等を通じて、地域に

(371か所) 根付いた運営に結び付けていくことが必要。
【今後の取組方針】

、 、・ ﾌﾟﾚｲﾘｰﾀﾞｰの養成 子育て３ひろば地域交流会の開催
情報誌の発行による情報発信･PR。

【課題・問題点】・ 若者ゆうゆう広場事業」 ・若者ゆうゆう広場の開設：40か所 ・若者ゆうゆう広場の開設：47か所 50か所 60か所 －「
の展開 (累計) (累計) ・ 情報誌の発行、関係者の交流促進等を通じて、地域に

(47か所) 根付いた運営に結び付けていくことが必要。
【今後の取組方針】
・ 子育て３ひろば地域交流会の開催、情報誌の発行によ
る情報発信･PR、居場所づくり調整員の配置。

・ 県民交流広場の機能のひとつとして、若者の居場所づ
くりに取り組むようＰＲ。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

36 男女が協働した取り組みの推進や家族の絆の再認識 （県民政策部会）

○震災により再認識された男女が協働した取り組みや、家族の絆の大切さを、今日の多様な家族のあり方の中で尊重できる社会づくりの推進

・H18.4「ひょうご男女共同参画ﾌﾟﾗﾝ21 ・ ひょうご男女共同参画ﾌﾟﾗﾝ21後期実「
後期実施計画」策定・推進 施計画」の推進

【課題・問題点】・地域及び企業・労働組合に男女 ・地域及び企業・労働組合に男女共同 ・地域及び企業・労働組合に男女共同 965人 1,485人 1,485人
共同参画推進員を設置 参画推進員を設置：1,101人（累計） 参画推進員を設置：1,138人（累計） (累計) (累計) (累計) ・ 地域推進員は、全地域に推進員を設置できるよう働き

(1,138人) かけを行うことが必要。また、企業推進員は 「男女共、
同参画社会づくり協定締結事業所」には1名以上設置す
るよう働きかけを行うことが必要。

【今後の取組方針】
、 、・ 地域推進員については 市町推薦を拡大するとともに

県立男女共同参画センターの各種講座修了生等に働きか
けを行う。企業推進員については、協定締結事業所など
に働きかけを行う。

【課題・問題点】・県立男女共同参画センターの ・グループ活動支援、研修会・講演会 ・グループ活動支援、研修会・講演会
運営 の開催、相談業務などの実施 の開催、相談業務などの実施 ・ 男女共同参画社会づくりの中核的施設として、一層のグループ活動支援、研修会・講演会

機能充実を図ることが必要。の開催、相談業務などの実施
【今後の取組方針】
・ 引き続き､男女共同参画社会の形成のための取り組み
を行うとともに､女性問題や男性問題を解決するための
男女共同参画社会づくりの中核的施設として、一層の機
能の充実を図る｡

【課題・問題点】・ ひょうご家庭応援推進協議会 ・ ひょうご家庭応援施策検討委員会｣ ・ こころ豊かな美しい兵庫推進会議」「 「 「
(仮称)」による家族の絆を深め における、家族の絆を深める取り組 及び家庭応援団を構成する、地域団 ・ 県民主体で進める県民運動であることから、参画団体
る取り組みの展開 み等の検討 体、ＮＰＯ、大学、企業、経営団体 それぞれが得意分野を活かして主体的に取り組みを進め

などの624団体が参画し 「ひょうご ていくことが必要。、
家庭応援県民運動」を推進 一方でそれぞれの家庭が話し合い、最もふさわしい日

を「家族の日」として自主的に取り組む運動の推進支援
など、各団体が協働して取り組むことが必要。
行政(県)としては、当面の間、これら各団体間の連絡
調整等の事務局機能を担うことにより 「ひょうご家庭、
応援県民運動」が円滑に推進されるよう、支援を行う。

【今後の取組方針】
・ ひょうご家庭応援ネットワーク会議 を開催し 家「 」 、「
族の日」運動を始め家庭応援県民運動の更なる普及啓発
を推進。

【課題・問題点】・男女共同参画の職場づくりに ・男女共同参画の職場づくりに取り組 ・男女共同参画の職場づくりに取り組 125事業所 150事業所 175事業所
取り組む事業所との協定締結 む事業所との協定締結：124事業所 む事業所との協定締結：165事業所 (累計) (累計) (累計) ・ 制度の周知を図るとともに、あらゆる業種・規模の事

（123社1団体） （163社2団体） (165 ) 業所に引き続き働きかけを行っていくことが必要。事業所
【今後の取組方針】
・ 引き続き、関係団体や男女共同参画推進員、市町等か
らの働きかけや庁内、県民局からの働きかけ、メディア
を活用した啓発等を実施。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等
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37 コミュニティ・ビジネスなど新しい働き方への支援 （産業労働部会）

○コミュニティ・ビジネスを中心とした地域密着型事業の創造・普及への支援

【課題・問題点】生きがいし
高齢社会の進展と団塊世代の一斉退職により､今後､地ごとｻﾎﾟｰﾄｾ 生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄ ・

。ﾝﾀｰの拡充 ｾﾝﾀｰによる支援 域における高齢者支援のﾆｰｽﾞが高まるものと考えられる
【今後の取組方針】(5→6か所)
・ 平成19年度から６箇所に増設した「生きがいしごとサ

・高齢者の就業支援 ・シニア生きがいしごとサポートセン ・生きがいしごとサポートセンターに 3,000件 4,000件 5,000件 ポートセンター」による、シニア世代、団塊世代のコミ
ター（H17.6設置）による支援 よる支援：相談件数7,002件 (累計) (累計) (累計) ュニティ・ビジネスへの参画を積極的に促していく。
：相談件数3,384件 H19.9末累計 (7,002件）（ ）

【課題・問題点】・コミュニティ・ビジネスの起業 ・ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出･育成支援事業 ・ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出･育成支援事業
制度についての一層の広報に務めることが必要｡また､支援 による立ち上げ支援：21団体 による立ち上げ支援：21団体 ・ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出･育成支援事業

。による立ち上げ支援（毎年度20団体） 補助終了後も円滑な事業運営ができるような支援が必要
【今後の取組方針】(21団体）
・ 平成20年度以降は「コミュニティ・ビジネス離陸応援
事業」を実施。関係機関との連携を図り、幅広い層への
広報を図る。

【課題・問題点】・コミュニティ・ビジネスへの ・コミュニティ・ビジネス助成事業の ・コミュニティ・ビジネス助成事業の 3,800人 5,000人 6,100人
高齢社会の進展と団塊世代の一斉退職により､今後､地域助成や政労使によるﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ 実施：雇用創出3,000人 実施：雇用創出4,143人（H20.1末） (累計) (累計) (累計) ・

における高齢者支援のニーズが高まるものと考えられる。の推進等による雇用創出 (4,143人)
【今後の取組方針】
・ 平成19年度から６箇所に増設した「生きがいサポート
センター」による、シニア世代、団塊世代のコミュニテ
ィ・ビジネスへの参画を積極的に促していく。

38 ひょうご･しごと情報広場､地域労働相談･しごと情報広場の運営 （産業労働部）

○ひょうご・しごと情報広場等によるきめ細かなワンストップの就職支援、職業能力開発等の相談、情報提供の実施

【課題・問題点】・ひょうご・しごと情報広場 ・ひょうご・しごと情報広場等の運営 ・ひょうご・しごと情報広場等の運営 5,570人/年 5,620人/年 5,680人/年
相談者数 ：相談者数：5,574人 ：相談者数：5,439人 ・ 景気回復に伴い就職環境は改善されているが、離転職(5,570人/年)

者や若年者、中高年の再就職等相談者が微増。
【今後の取組方針】
・ 支援メニューの充実やきめこまやかな対応を図るとと
もに、ＰＲを継続。

【課題・問題点】・地域しごと情報広場利用者数 ・地域しごと情報広場利用者数 ・地域しごと情報広場利用者数 4,200人/年 4,410人/年 4,190人/年
：2,667人/年 ：2,055人/年 ・ 景気回復に伴い就職環境が改善されたことや、高度な(2,055人/年)

支援メニューを提供するひょうご・しごと情報広場への
誘導などにより相談者数が減少。

【今後の取組方針】
・ 在宅でも利用できる「ひょうごしごとネット」の機能
強化と「ひょうご・しごと情報広場」での電話相談対応
により、地域での相談事業は平成19年度限りで廃止。

【今後の取組方針】・青少年・若者のしごと体験を ・青少年・若者のしごと体験を推進 ・青少年・若者のしごと体験を推進 24,350人 30,000人 38,000人
（ ） （ ） 、 、推進 ：体験者数 17,035人 累計 ：体験者数 24,350人 累計 (累計) (累計) (累計) ・ 事業のＰＲに努めるとともに 事業の充実を図るほか

必要に応じて見直しを行う。(24,350人)
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

39 シニアしごと倶楽部等による中高年のしごとへの支援 （産業労働部会）

○シニアしごと倶楽部による中高年層の再就職支援、シルバー人材センターによる生きがい就業機会の創出

【課題・問題点】・50歳代シニアの就業支援など ・シニアしごと倶楽部による支援 ・シニアしごと倶楽部による支援
一貫した中高年就業支援対策 ：相談者数885人 ：相談者数731人 ・ 中高年求職者の雇用環境は依然厳しく、利用者数は高「シニアしごと倶楽部」の運営

い水準を維持している。これは、求人開拓のための企業（相談者数600人/年）
（731人） 訪問を大幅に強化したことによる。これにより 「シニ、

アしごと倶楽部」による就職件数は前年同月比で３倍以
上となっている。

【今後の取組方針】
・ 支援メニューの見直し等を随時実施し、企業訪問の強
化など中高年齢者の再就職支援を強化。

【課題・問題点】・シルバー人材センターを通じ ・シルバー人材センターによる就業 ・シルバー人材センターによる就業 47,000人 49,000人 50,000人
た高齢者の就業支援 支援：42,007人 支援：44,323人（H20.1末） (累計) (累計) (累計) ・ 定年退職を迎える団塊世代が長年培ってきた経験や能

(47,000人) 力を生かすことができる職業機会の確保が重要。
【今後の取組方針】
・ 地域貢献事業や専門的な事業の展開をＰＲし、団塊世
代の会員確保に努める。
また、これまでの「請負又は委任」という就業形態に

加え「一般労働者派遣事業」の実施による受注量、就業
先の拡大を図る。

40 震災ツーリズム等地域の特色を生かしたツーリズム振興 （産業労働部会）

○人と防災未来センターなどを活用した震災ツーリズムの推進

【課題・問題点】・ツーリズム人口 ・ ひょうごツーリズムビジョン後期 ・ ひょうごツーリズムビジョン後期「 「 1億3700万人/年 1億4300万人/年 1億5000万人/年
行動プログラム （H18.3策定）に 行動プログラム （H18.3策定）に ・ 震災ﾂｰﾘｽﾞﾑ等地域の特色を生かしたﾂｰﾘｽﾞﾑの振興には」 」 (1億3700万人/年)
基づくツーリズム施策に係る267事業 基づくツーリズム施策の推進 時代や環境の変化、顧客ﾆｰｽﾞに迅速に対応したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を実施 のｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟが重要。

【今後の取組方針】（ﾂｰﾘｽﾞﾑ人口 1億3,327万人/年） 地域資源の活用や近隣府県との連携
・ 「ひょうごツーリズムビジョン後期行動プログラムフなど地域独自の取組みの強化
ォローアップ委員会」を設置し、プログラムに係る事業

、 、 、の検証 評価また取組方策の提言等を行い 時代や環境
ニーズに応じた展開を図る。

41 潮芦屋の整備推進 （企業庁部会）

○潮芦屋におけるユニバーサルデザインを基本とした安全・安心なまちづくり、ウォーターフロントを活かした魅力あるまちづくりの推進

【課題・問題点】・ 南芦屋浜地区土地利用基本計画」 ・ 南芦屋浜地区土地利用基本計画」「 「
（H8.1策定）に基づく事業推進 （H8.1策定）に基づく事業推進 ・ ﾏﾘｰﾅと一体になってまちの核となるｿﾞｰﾝとするため、

・ﾏﾘｰﾅ周辺ｿﾞｰﾝの整備内容の検討 ・ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝⅡ期施設の提案ｺﾝﾍﾟを実施 商業・文化等の集客施設の誘致に向けた取組が必要。・ﾏﾘｰﾅ周辺
【今後の取組方針】中 ｿﾞｰﾝ整備

・ﾏﾘｰﾅの水質向上のため、ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙ ・ﾏﾘｰﾅの水質向上のため、ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙ ・ 民間事業者と協働した住宅分譲を推進。・ﾏﾘｰﾅの水
工法の試験施行の実施 工法の試験を実施 ・ 商業・文化等集客ｿﾞｰﾝの形成に向け事業提案競技を実質向上

・ 潮芦屋県産木材使用住宅事業提案競 ・県産木材使用住宅をH19.5から分譲中 施。「 ・県産木材を
技」を実施し事業者を決定 ・まちびらき10周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ開催に ・ ﾏﾘｰﾅの水質向上のための、ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙ工法の試験施工活用した住

向けて準備中 は19年度末で終了し、20年度以降は民間へ引継予定。宅の導入
・まちびらき10周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ開催に ・ まちびらき10周年記念ｲﾍﾞﾝﾄを平成20年3月開催予定。・まちびらき

10周年記念ｲ向けた検討・準備
ﾍﾞﾝﾄの実施

・潮芦屋における住宅分譲戸数 ・潮芦屋における住宅分譲戸数 ・潮芦屋における住宅分譲戸数 500戸 550戸 650戸
：381戸（累計） ：477戸（累計） (累計) (累計) (累計)

(477戸)
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

42 「尼崎21世紀の森」の推進 （県土整備部会、まちづくり復興担当部会）

○21世紀の都市再生のモデルとなる「尼崎21世紀の森」づくりの推進

【課題・問題点】・ 尼崎21世紀の森構想」(H14.3策定) ・ 尼崎21世紀の森構想」(H14.3策定)「 「
に基づく事業推進 に基づく事業推進 ・ 中長期の森づくりに向けて 「尼崎21世紀の森構想」、

・尼崎21世紀の森づくりサポータ ・尼崎21世紀の森づくりサポーター数 ・尼崎21世紀の森づくりサポーター数 270人 280人 290人 の理念のさらなる浸透を図り、｢森づくりの輪」の一層
ー数 ：260人(累計) ：269人(累計) (累計) (累計) (累計) の拡大に努めることが必要。

【今後の取組方針】(270人)
・ 尼崎の森中央緑地を活用した緑地活動、運河を活用し

・尼崎の森中央緑地整備進捗率 ・尼崎の森中央緑地整備進捗率：35% ・尼崎の森中央緑地整備進捗率：42% 42% 48% 54% たにぎわいづくり等、これまでの市民中心の活動をより
(42%) 一層活発化するとともに、企業参画、企業連携を進め、

工場緑化や美しい沿道景観づくりなど、企業と一体とな
・尼崎の森中央緑地年間利用者 ・尼崎の森中央緑地年間利用者 ・尼崎の森中央緑地年間利用者 20万人/年 20万人/年 20万人/年 った取組を推進｡

(20万人/年)：一部供用開始 ：19.8万人/年（上半期実績）

・尼崎の森中央緑地スポーツ健康 ・尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進 ・尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進
ＰＦＩ手法による施設の運営増進施設の運営（H18～） 施設の開設(H18.5) 施設の開設(H18.5）

43 明舞団地等オールドニュータウンの再生 （まちづくり復興担当部会）

○高齢化や住宅の老朽化が進んでいる明舞団地をモデルとしたオールドニュータウンの再生

【課題・問題点】・若年世帯と高齢者世帯との円滑 ・ 明舞団地再生計画 （H16.3策定） ・意識啓発セミナー及び相談会の開催「 」
な住み替えシステムの検討 に基づく事業推進 ・アンケート調査による需要把握と課 ・ 一定の需要は見込めるが、貸し手の高齢者と借り手の住み替えｼｽ ﾓﾃﾞﾙ事業の実施

・明舞団地再生コンペの実施（H18.8） 題抽出 子育て世帯で借家契約期間やリフォームの有無などで意ﾃﾑの検討
見の相違が明らかになった。

【今後の取組方針】
・ 今年度実施した住み替え促進に係る調査結果を参考

、 。に 円滑な住み替えシステムの構築に向けた検討を行う

44 「1月17日は忘れない」ための取り組みの推進 （企画管理部会）

【課題・問題点】○震災の経験と教訓を継承・発信 ・ ひょうご安全の日推進プログラム」 ・1.17ひょうご安全の日のつどい、防「
する「１月17日は忘れない」た の策定(H18.12) 災訓練など関連事業の実施 ・ 震災の経験と教訓の風化に対する取り組みの実施と被防災力強化県民運動の展開
めの取り組みの推進 ・1.17ひょうご安全の日のつどい、 ・ 防災力強化県民運動」の展開 災地外も含めた全県での取組の推進。「

【今後の取組方針】「1.17防災未来賞」選奨事業、 (H19.4～) 運動内容の 実践活動の 活動のフォ
防災訓練など関連事業の実施 ・ ひょうご安全の日推進事業」の実施 ・ 「ひょうご安全の日推進県民会議」が核となった防災「 理解の促進 展開 ローの実施

・ 1.17は忘れない地域防災訓練」の 力強化のための県民運動を展開するとともに 「ひょう「 、
実施 ご安全の日推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」に基づく1.17ひょうご安全の

・ 1.17防災未来賞」選奨事業 日のつどい、防災訓練等の実施などの取組を推進。「 ・ ひょうご安全の日推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」「
の策定（毎年度）
・1.17ひょうご安全の日のつどい、
「1.17防災未来賞」選奨事業、防
災訓練など関連事業の実施
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推 進 方 策 全 体 計 画
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H19 H20 H21

45 被災者生活再建支援制度（支援法）の充実 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○被災者生活再建支援法の充実 ・被災者生活再建支援法の円滑な運用 ・平成19年11月、被災者生活再建支援 ・全国知事会
に向けた取り組みの推進 ・支援法の見直しに向けた国への提案 法が成立（19年12月施行） ・ 改正支援法施行後の運用実態を見極めながら、住宅再との協議､国 改正支援法の運用

・居住安定支援制度補完事業の実施 建支援に係る諸制度の総合的な見直しが必要。への提案
・ 支給限度額の引き上げなど、地方負担の増につながる・国における
課題については全国都道府県の合意形成が必要。被災者生活

【今後の取組方針】再建支援法
・ 改正支援法施行後の運用実態、全国都道府県が拠出しの見直し
た基金への影響なども考慮のうえ、全国知事会等と連携
して対応。居住安定支援制度補完事業の実施

・ また、災害救助法に基づく住宅応急修理の支援措置は（法改正により改善されるまで）
半壊世帯を対象とするなど、被災者生活再建支援法との
整合性が図られておらず、複雑になっていることから、
政府等に対し、住宅再建支援に係る諸制度が被災者にと
ってわかりやすく、効果的な支援となるよう、総合的な
見直しを求める。

46 住宅再建共済制度の推進 （まちづくり復興担当部会）

○兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の一層の加入促進

【課題・問題点】・フェニックス共済加入率 ・兵庫県住宅再建共済制度の加入促進 ・兵庫県住宅再建共済制度の加入促進 15% 20% 25%
：加入率 5.9% ：加入率 6.5% (15%) ・ 都市部やマンション等地域の実情に応じたきめ細かな

・複数年一括支払割引､クレジットカー ・複数年一括支払割引､クレジットカー 加入促進。
【今後の取組方針】ド支払､インターネット申込みの導入 ド支払､インターネット申込みの導入

H18.10 ・ 都市部・マンション等への加入促進策の展開。（ ）
・郵便局での加入申込書の受付など郵 ・郵便局での加入申込書の受付など郵 ・ 比較的加入状況が良い地域の一層の加入促進。
政公社との連携 （H19.2） 政公社との連携

・全国制度化に向けた関係府県による ・全国制度化に向けた関係府県による
勉強会の実施(H19.2) 勉強会の実施

【課題・問題点】○全国制度化に向けた検討 ・県単・近畿ブロック・全国知事会を
通じた全国制度化の提案 ・ 全国知事会に設置した研究会の開催等。全国制度化の検討

【今後の取組方針】（全国知事会、国との協議等）
・ 全国知事会に設置した研究会の開催と研究会での討議
を踏まえた関係自治体間での協議。

47 地震保険制度の改善 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○附帯要件の撤廃など地震保険制度 ・地震保険料の改定（本県は最大52％ ・地震保険料の改定
の改善に向けた取り組みの推進 引き下げ） ・ 地震保険料の改定により、平成19年10月から約半分程附帯要件の撤廃等の国要望

・附帯要件の撤廃等の国要望(H18.7) ・附帯要件の撤廃等の国要望 度に保険料が下がったが、火災保険に附帯していること
から依然として割高である。

・ 地震保険料控除の制度において、兵庫県住宅再建共済
制度は適用されない。

【今後の取組方針】
・ 引き続き、附帯要件撤廃等を国へ提案するとともに、
兵庫県住宅再建制度における共済負担金の地震保険料控
除についても併せて提案する。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

48 住宅の耐震化 （まちづくり復興担当部会）

○耐震診断や耐震改修支援による住宅の耐震化の推進

【課題・問題点】・地震に対し危険な住宅を半減 ・｢ひょうご住宅マスタープラン｣改訂 ・ わが家の耐震改修促進事業」制度活 24.4万戸 20万戸 17.8万戸「
(H18.4) 用や県民に対するＰＲによる住宅耐 (累計) (累計) (累計) ・ 県民に事業を周知するため、県、市町が連携し事業の

・｢兵庫県耐震改修促進計画｣の策定 震化推進 (24.4万戸) 啓発を図る必要がある。
(H19.3) ・ 共同住宅の耐震化を促進するため、管理組合等の合意

・新耐震基準適合率 88% 90% 91% 形成を図る必要がある。
【今後の取組方針】(88%)
・ 「わが家の耐震改修促進事業」制度活用や住宅耐震化

・耐震改修済み戸数 6,800戸 10,000戸 11,000戸 の必要性について、引き続き県民に対するＰＲに努め、
(累計) (累計) (累計) 住宅耐震化の促進に努める。
(6,800戸)

【課題・問題点】・簡易耐震診断実施戸数 16,700戸 23,300戸 30,000戸
(累計) (累計) (累計) ・ 県民意識の醸成。

【今後の取組方針】(16,700戸)
・ 引き続き、市町と連携した事業の推進。

49 公共施設等の耐震化 （企画管理部会、まちづくり復興担当部会、教育委員会事務局部会）

○地域住民が多数利用したり、災害発生時に被災者の救護、避難所として重要な機能を担う公共施設の耐震化の推進

【今後の取組方針】・県有施設の耐震化推進 ・県有施設耐震化計画（H17.1改訂）に ・県有施設耐震化計画（H17.1改訂）に 37施設 40施設 43施設
よる県有施設の耐震化 よる県有施設の耐震化 ・ 第1期施設(21施設（残12施設))については、平成13～(累計)(71%) (累計)(77%) (累計)(83%)

：29施設(累計)(65%) ：29施設(累計)(65%) (32施設) 22年度に整備する。また、平成23～37年に整備予定の第
( ) 2期施設(84施設)のうち、兵庫県耐震改修促進計画にお(累計)(72%)

ける目標値達成に必要な棟を平成27年度までに整備。

【課題・問題点】・県立学校耐震化10か年作戦 ・県立学校耐震化10か年作戦 ・県立学校耐震化10か年作戦 27校 27校 27校
：12校（累計) ：12校 累計 ・ 耐震設計及び評価取得等に時間を要する。（ ） (累計)(29%) (累計)(29%) (累計)(29%)

【今後の取組方針】(19校着手
（26校） ：H22完了) ・ 事業の進捗にあわせ、随時、各学校における耐震化着
( 手時期の見直しを行いながら、10か年(H16～25）で全て(累計)(28%))

の県立学校の耐震化に着手。

【今後の取組方針】・県営住宅耐震改修 ・県営住宅耐震改修：34棟（累計） ・県営住宅耐震改修：51棟（累計） 54棟 74棟 94棟
・ 今後も耐震化を推進していく。(累計)(47%) (累計)(64%) (累計)(81%)
・ 新行革プランに基づき､H20年度には全体計画の見直し(54棟）(47%)
が必要。

50 防災対策の計画的推進 （企画管理部会）

【今後の取組方針】○震災の教訓を踏まえた防災対策 ・ 兵庫県地域防災計画」の修正 ・ ひょうご地震防災戦略プログラム」「 「
の計画的推進 ：H19.3 の検討 ・ 平成19年度から20年度にかけて「ひょうご地震防災戦兵庫県地域防災計画等に基づく

・合同防災訓練の実施 略プログラム」を検討していく 「ひょうご震災復興計総合的な防災対策の推進 。
画ガイドライン」の策定については、今後、取組方針を
検討する。｢ひょうご ｢ひょうご

・ 阪神南、阪神北管内市町と合同で、本格的な救助訓練地震防災戦 震災復興計
を実施するとともに、救援物資や応援部隊員の陸・海・略ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ 画ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
空路など広域連携を想定した訓練を実施。策定 ﾝ｣策定の検

・ 平成20年度合同防災訓練は、防災関係機関や地域住民討
と連携して阪神南広域防災拠点を使った実践的な防災訓
練を行う。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

51 災害時における情報発信の充実 （企画管理部会）

【課題・問題点】○災害時における被害の全体像を ・フェニックス防災システムの運用 ・フェニックス防災システムの運用
早期に把握する仕組みの構築 ・ひょうご防災ネットの運用 ・ひょうご防災ネットの運用 ・ ひょうご防災ネットへの、独自システム開発市町及びﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ､兵庫衛星通信

・消防防災ヘリコプターテレビ電送シ ・消防防災ヘリコプターテレビ電送シ 携帯電話不感地域を多く含む市町等の参加ﾈｯﾄﾜｰｸ､ ひょうご防災ﾈｯﾄ等の充実
ステムの構築 ステムの構築：H18.8～H19.9 ・ 災害発生が予測される地域に定点監視カメラ等を配置

・兵庫衛星通信ネットワークの運用 ・兵庫衛星通信ネットワークの運用 し、県災害対策センターにおいて、被害状況を迅速に把
握できる仕組みを構築するなど情報収集手段の多様化を
図る事が必要。

【今後の取組方針】
・ 未参加市町への参加依頼（独自システム開発市町につ
いては相互リンク等を検討 。）

・ ひょうご防災ネットの普及啓発・広報（防災ホットラ
イン、ニューひょうご、県民だよりひょうご 。）

・ 南海地震等による津波災害に備え、淡路島南岸地域へ
の津波監視カメラの配備を行う（南あわじ市阿万地区１
箇所）とともに、情報収集手段の多様化、自動化、モバ
イル化等を検討する。

・ 地域衛星通信ネットワークの映像伝送のデジタル化移
、 。行に対応するため デジタル映像送受信装置を設置する

52 家屋被害認定士の養成 （企画管理部会）

【課題・問題点】○家屋被害認定士の養成の推進 ・家屋被害認定士の養成：累計174人 ・家屋被害認定士の養成：累計398人 家屋被害認
・ 平成20年度以降の養成研修のあり方、事後研修の実施定士の養成 家屋被害認定制度の
体制等について検討。目標達成 円滑な運用

・ 市町間における被害調査委の統一的運用の体制整備。360人(累計)
(398人)

【今後の取組方針】
・ 各市町の状況なども聴取しながら調整を進める。

53 被災建築物応急危険度判定制度の推進 （まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○被災建築物応急危険度判定士の ・被災建築物応急危険度判定士の養成 ・被災建築物応急危険度判定士の養成
養成の推進 ：累計1,992人 ：累計2,008人 ・ 判定士の高齢化による登録更新辞退者の増加。被災建築物応急危険度判定士

【今後の取組方針】の養成（目標2,500人）
・ 建築関係団体への働きかけや、ホームページなどによ
り被災建築物応急危険度判定士の新規登録者の増加を図
る。

54 自主防災組織の活性化 （企画管理部会）

【課題・問題点】○自主防災組織の育成・活性化へ ・自主防災組織の育成支援等 ・自主防災組織の育成支援等
の支援 ：組織率95.1%(H18.4現在) ：組織率95.7%(H19.4現在) ・ 地域防災力のさらなる向上を図るため、自主防災組織自主防災組織の育成・活性化

等地域の様々な団体による活動を支援し、家庭や身近なへの支援
地域での防災活動の取り組みを支援することが必要。

【今後の取組方針】
・ 地域防災推進会議の開催(H20.1)、地域防災活性化啓
発用冊子の作成、婦人防火クラブ・幼少年消防クラブの
連携を図るための交流研修会の実施。
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推 進 方 策 全 体 計 画
項目・施策目標 Ｈ１８年度実績 Ｈ２０年２月末時点での取組状況 課題、今後の取り組み等

H19 H20 H21

55 災害ボランティアへの活動支援 （企画管理部会、県民政策部会）

【課題・問題点】○災害ボランティア支援関係機関 ・ 災害ボランティア活動支援指針」の ・災害救援ボランティアへの活動支援「 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
のネットワーク化など災害ボラ 改訂：H19.3改訂 ・ 災害ボランティア活動支援指針」市 ・ 平成16年10月の台風23号以降、派遣実績がないなど、「 ｱ活動の支 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの
ンティアへの活動支援 ・災害ボランティアへの活動支援 町説明会の実施(H19.4) 制度が有効活用されていない。援体制の整 活動支援の充実

・災害ボランティア受け入れ訓練の実 ・ 災害ボランティアへの活動支援の充実。備 等
【今後の取組方針】施(H19.10)
・ ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰの見直し、より実践的な訓練の実施等制度の
運営方法を見直すとともに制度の周知を図る。

・ 災害ボランティア活動の支援体制の整備。
・ 平常時からの災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸの強化。
・ ひょうごボランタリープラザによる市町社協VCの機能
強化支援。

・ 災害救援専門ボランティア制度の見直し。
・ 災害ボランティア受け入れ訓練の実施。

（企画管理部会、健康生活部生活企画局等部会）56 災害時要援護者への支援

○高齢者や障害者など災害時における要援護者への支援の充実

【課題・問題点】・災害時の緊急情報発信システム ・ 災害弱者支援指針」の改訂 ・災害時の緊急情報発信ｼｽﾃﾑの構築 880人 1,170人 1,470人「
の構築 ：H19.3改訂 ( ) (累計) (累計) (累計) ・ 県内の聴覚障害者への情報提供システムの周知、登録聴覚障害者災害等緊急時情報発信ｼｽﾃﾑ

・災害時の緊急情報発信ｼｽﾃﾑの構築 ：登録者数 739人(累計) (748人) 者数の拡大。
( ) ・ 災害時要援護者支援指針」市町説明 ・ 市町における災害時要援護者支援の推進。聴覚障害者災害等緊急時情報発信ｼｽﾃﾑ 「

【今後の取組方針】：登録者数 548人(累計) 会の実施(H19.4)
・支援体制の整備促進に係る市町指導 ・ 兵庫県聴覚障害者協会と連携し、県､市町広報媒体の
・携帯電話による５言語での緊急情報 活用や県、市福祉事務所を通した周知等の方策により、
発信システム「ひょうごＥネット」 早期に聴覚障害者全員を登録。
の運用 ・ 災害時の緊急情報発信システムの運用。

・ 災害時の緊急情報の14言語での提供。

・災害時の緊急情報の14言語での ・携帯電話による５言語での緊急情報 ・携帯電話による５言語での緊急情報
提供 発信ｼｽﾃﾑ「ひょうごE(ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ)ネ 発信ｼｽﾃﾑ「ひょうごE(ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ)ネ

ット」の構築・運用 ット」の構築・運用
【課題・問題点】・災害時の緊急情報の14言語での提供 ・災害時の緊急情報の14言語での提供 3,600人 6,000人 －

：登録者数 720人（累計） ：登録者数 831人 累計 （累計） (累計) ・ より多くの外国人県民への直接的なＰＲが必要。（ ）
【今後の取組方針】(1,600人)
・ 国際局との連携､多言語放送局へのＰＲ依頼、外国人ｺ
ﾐｭﾆﾃｨへのPR強化。

57 災害時の広域避難者への支援 （企画管理部会）

【課題・問題点】○全国自治体と連携した広域避難者 ・他府県との相互応援協定締結も含め ・他府県との相互応援協定締結も含め、 、
の所在把握の仕組みの構築 広域避難者の所在把握のための効果 広域避難者の所在把握のための効果 ・ 県外等への広域避難時に、現所在地を避難元市町に連他府県との相互応援協定

的な方法の検討等 的な方法の検討等 絡する必要性の周知方法。の締結の働きかけなど、
【今後の取組方針】・ ひょうご防災ネット」を利用した ・ ひょうご防災ネット」を利用した「 「 広域避難者の所在把握の

広域避難者への情報発信方法の検討 広域避難者への情報発信方法の検討 ・ ひょうご防災ネットのさらなる加入登録者の促進とマ。 。仕組みの検討
スコミ(近畿圏内)を含めた広域避難者への呼びかけ方法
の検討。
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推 進 方 策 全 体 計 画
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58 災害救助法に基づく救助の見直し等 （企画管理部会）

【課題・問題点】○災害救助法の適用に係る知事の裁 ・災害救助法に係る国への要望 ・災害救助法に係る国への要望
量幅の拡大や災害救助のあり方の ・ 救助のあり方は漸進的に改善されてきているものの、災害救助法に係る国への要望等
見直し 実現されていないものが残されている。

【今後の取組方針】
・ 今後とも 「国の予算編成に対する提案」において国、
への要望を継続。

【課題・問題点】○防災に係る基本的事項の共有化
・標準化の推進 ・ 県内自治体間での防災体制や資機材の規格等の標準化県内自治体間での防災体制や

を検討。資機材の規格等の標準化を検討
【今後の取組方針】
・ 防災に係る基本事項の共有化・標準化の検討。

59 災害時における警察活動の推進 （警察部会）

【課題・問題点】○都市型駐在所の設置など災害時 ・都市型駐在所の運用 ・都市型駐在所の運用(HAT神戸等3か所) (HAT神戸等3か所)
における警察活動の推進 ・災害モニター、災害時等警察活動 ・災害モニター、災害時等警察活動 ・ 年々高齢化が進む中、ますます被災者及び高齢者に対都市型駐在所の運営、災害ﾓﾆﾀｰ等

協力員の委嘱 協力員の委嘱 する立ち寄り等の支援活動の重要性が増している。の活用等
：委嘱人数 災害ﾓﾆﾀｰ 354人 ：委嘱人数 災害ﾓﾆﾀｰ 352人 ・ 災害時等警察活動協力員の運用開始から約11年になる

警察活動協力員 652人 警察活動協力員 636人 が、活動機会がなく、協力員としての意識の希薄化が懸
念される。

【今後の取組方針】
・ 今後とも行政機関や都市再生機構と連携強化により、
都市型駐在所勤務員による高齢者宅への立ち寄りやふれ
あい活動などの地域安全活動を実施。

・ 災害時等警察活動協力員としての意識の定着化と任務
の再確認を図るため、研修会等を通じて指導啓発を推進
していく。

60 災害救急医療の取り組み （健康生活部生活企画局等部会）

【課題・問題点】○兵庫県災害医療センターを核と ・災害救急医療システムによる災害 ・災害救急医療システムによる災害
災害拠点病院の中には医師不足等により、災害直後にした災害救急医療の取り組みの 救急医療の取り組みの実施 救急医療の取り組みの実施 ・災害医療ｾﾝﾀｰを核とした災害救急

他圏域や他府県での対応は困難と考える病院があり、対推進 ・兵庫県版ＤＭＡＴの体制整備 ・兵庫県版ＤＭＡＴの体制整備 医療の取り組みの充実
応可能な災害拠点病院が所在する圏域に偏りがある。
【今後の取組方針】
・ 兵庫県医療審議会救急医療部会で基本方針について協
議、承認を得ており、具体的な運用方法について、関係
機関との調整を実施。

61 「兵庫の防災教育」の推進 （教育委員会事務局部会）

【課題・問題点】○阪神・淡路大震災の教訓を生か ・防災教育推進連絡会議や防災教育研 ・防災教育推進連絡会議や防災教育研
した「兵庫の防災教育」の推進 修会の実施等 修会の実施等 ・ 震災の記憶が風化していく中で、震災の教訓を教職員防災教育推進連絡会議、

・県立舞子高校環境防災科の取り組み ・県立舞子高校環境防災科の取り組み や子供達に震災・学校支援チーム(EARTH)等を活用して防災教育研修会の実施
語り継ぐ活動を展開することが必要。学校等における防災教育の充実

【今後の取組方針】
・ 震災のみならず、様々な自然災害にも対応し、これま
での取組を生かした防災教育を推進するとともに、地域
と連携した学校防災体制の充実を図るため、防災教育推
進連絡会議を開催。

・ 学校における防災体制の整備充実、防災教育副読本や
地域素材等を活用した防災教育実践や心のケアなどにつ
いて、各学校の防災教育担当者を対象に防災教育研修会
を実施。
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62 震災・学校支援チーム（EARTH）の取り組みの推進 （教育委員会事務局部会）

【課題・問題点】○ＥＡＲＴＨによる災害被災地へ ・震災・学校支援チームの運営 ・震災・学校支援チームの運営
の支援活動や各種研修活動等へ ：インドネシア（ｽﾏﾄﾗ島沖地震被 ：新潟県中越沖地震状況調査、各 ・ 震災の記憶が風化していく中で、震災の教訓を教職員EARTHの運営 災害被災地への支援（ 、
の指導助言の推進 災地 、各種研修活動等への専門 種研修活動等への専門家派遣 や子供達に語り継ぐ活動を展開することが必要。） 各種研修活動等への指導助言）

【今後の取組方針】家派遣
・ 防災教育指導者養成講座や新EARTH員の養成のための
養成講座を実施。

・ 実践的対応能力の向上のための全EARTH員を対象とし
た訓練・研修会を実施。

・ 学校での防災教育を実施するため、震災の記憶や教訓
を語り継ぐための教材等を作成。

63 人と防災未来センターの積極的な活用 （企画管理部会）

【課題・問題点】○人と防災未来センターによる ・人と防災未来センターの運営 ・人と防災未来センターの運営
震災の経験と教訓の継承・発信 ：18年度来館者数 520,016人 ・災害被災地への専門家派遣 ・ 当該施設は年々来館者数が減ってきていることから､人と防災未来センターの運営

・災害被災地への専門家派遣 ：新潟県中越沖地震 防災未来館の展示ﾘﾆｭｰｱﾙを行い､展示内容の充実や情報災害被災地への専門家派遣
：鹿児島県北部豪雨災害､ 発信機能を強化し来館者数の増に努めることが必要。

【今後の取組状況】石川県能登半島 人と防災未来センターの展示
・ 引き続き、来館者数の増に努める。リニューアルの検討・実施

64 国際防災復興協力機構（ＩＲＰ）への運営支援 （企画管理部会）

【課題・問題点】○国内外の災害へのＩＲＰによる ・国際防災復興協力機構(IRP)の運営 ・国際防災復興協力機構(IRP)の運営
支援活動の推進 （パキスタン等への専門家派遣） （ソロモン諸島への専門家派遣） ・ 近年､国内外で大規模な災害が多発している現状で､被IRPによる国内外の災害被災地への支援

災地への支援活動を行う国際防災復興協力機構(IRP)の
活動が円滑に行えるよう支援を継続することが必要。

【今後の取組方針】
・ 国際防災復興協力機構(IRP)の運営に対する支援を引
き続き実施（調査研究、セミナーの開催 。）

65 国際防災・人道支援協議会に対する支援 （企画管理部会）

【課題・問題点】○国際防災・人道支援拠点の形成 ・関係機関による連携事業（H19.1 フ ・関係機関による連携事業
に向けた取り組みの推進 ォーラム開催等）への支援 ・ 近年、国内外で大規模な災害が多発している現状で、国際防災・人道支援協議会に

防災関係機関の相互連携を図り、総合的な防災協力の方よる取り組みの推進
策を検討し、成果を国内外に発信することで、世界の減
災対策を推進することが必要。

【今後の取組方針】
・ 引き続き、国際防災・人道支援関係機関による連携事
業（ﾌｫｰﾗﾑの開催）への支援を実施。

66 国際的な防災研修専門機関の整備 （企画管理部会）

【課題・問題点】○国際的な防災専門研修機関の設立 ・国際防災専門研修機関の設立支援 ・国際防災専門研修機関の運営支援
に向けた取り組みの推進 ・ わが国の防災分野の技術協力を効率的に促進し、その国際防災 国際防災研修ｾﾝﾀｰ

実施体制の強化を図り、防災分野に関する開発途上国の研修ｾﾝﾀｰ の運営
ニーズの多様化と高度化に応えるため、人材の研修などの設立
国内活動を総合的に調整する拠点である国際防災研修セ(H19.5.17)
ンターの運営について、積極的な支援が必要。

【今後の取組方針】
・ 同センターの運営(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催等)への支援の実
施。
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67 三木総合防災公園、地域防災公園等の整備 （企画管理部会、まちづくり復興担当部会）

【課題・問題点】○広域防災拠点 三木総合防災公園 ・ 兵庫県立都市公園の整備・管理運営 ・三木総合防災公園は96.8haを開園、 、 「
地域防災公園の整備推進 の基本方針」に基づく防災公園等の ・地域防災計画、地震防災緊急事業五 ・ 震災の教訓を踏まえ、災害時には全県的な応急活動拠広域防災拠点 三木総合防災公園、 、

整備 ヵ年計画に位置付けられている市町 点となる「三木総合防災公園」の早期全面開園が緊急の地域防災公園等の整備
・淡路広域防災拠点の整備：H19.2 立都市公園の整備率 96.3％ 課題となっている。また、地域防災計画等に沿い、計画

的に防災公園の整備を進めていくことが必要。
【今後の取組方針】
・ 三木総合防災公園については､園路、広場等の整備を
推進し、体育館を除き、平成21年度事業完了を目指す。

・ 地域防災公園については、引き続き国庫補助を活用し
整備を推進していく。

68 大阪湾岸道路西伸部の推進 （県土整備部会）

【課題・問題点】○大阪湾岸道路西伸部（六甲アイ ・六甲アイランド～駒ヶ林南の環境影 ・六甲アイランド～駒ヶ林南の環境影
（ 、ランド～名谷ＪＣＴ）の早期事 響評価及び都市計画決定手続等 響評価及び都市計画決定手続等 ・ 早期の都市計画決定と事業スキームの検討 事業手法都市計画決定・環境影響評価手続・

業化に向けた取り組みの推進 段階整備等 。事業化 ）
【今後の取組方針】
・ 国と神戸市の協力を得ながら､環境影響評価審査会で
の審議等を進め、20年度早期の都市計画決定を目指す。

・ 都市計画決定後速やかに事業化が図られるよう、事業
手法について国・神戸市等と協議を進める。

69 六甲山系グリーンベルト整備事業の推進 （県土整備部会）

○表六甲山麓を土砂災害から守る六甲山系グリーンベルト整備事業の推進

【課題・問題点】・六甲山系グリーンベルト整備 ・ 六甲山系グリーンベルト整備基本方 ・ 六甲山系グリーンベルト整備基本方 918ha 943ha 968ha「 「
事業の実施 針 （H8.3策定）に基づく事業推進 針 （H8.3策定）に基づく事業推進 (累計) (累計) (累計) ・ 事業目的である「土砂災害の防止」を図るとともに、」 」

：のべ公有地化面積 927ha ：のべ公有地化面積 935ha (952ha) 「自然環境の保全」や「健全なレクリエーションの場の
提供」を具体化するため、防災樹林地の利活用を図るこ
とが必要。

【今後の取組方針】
・ 地域住民が六甲山を地域の里山として、適正に管理、
利活用し、防災意識の醸成と住民主体による森づくりを
推進。

・ 公有地化した区域を適正に管理するため、関係職員に
よるワーキンググループを立ち上げ、住民参加の森づく
りと連携する六甲山系グリーンベルト公有地管理要領を
早期に策定する。

・ 防災学習、自然観察、森づくり学習など、一般県民に
開かれた里山としての利活用の推進。

70 阪神疏水構想の推進 （県土整備部会）

【課題・問題点】○河川、公園、緑地等が連携する ・水源確保の見通しが不確定な状況 ・水源確保の見通しが不確定な状況
水と緑のネットワークの整備 中長期的な課題として対応 ・ 構想に対する地域（国、府県、市、地域住民）の合意

形成。
・ 水源の確保。
・ 事業評価・環境への影響の把握。
【今後の取組方針】
・ 阪神疎水の水源となる淀川については、水源確保の見
通しが立っていない。

・ 国では、水源確保の見通しが立った段階で阪神疏水検
討協議会において事業評価や実現性について検討。

・ 県では、国の動向を見ながら対応。
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71 災害時における食料の安定供給等 (農林水産部会）

○災害時における食料の安定供給やため池の管理、災害に強い漁港づくりなどの推進

【課題・問題点】・農地等の保全 ・警戒ため池の解消 ・警戒ため池の解消 133か所 93か所 63か所
警戒ため池の解消 ：警戒ため池の箇所数 156箇所 (累計) (累計) (累計) ・ ため池の決壊による災害を未然に防止するためには、

(累計) (133か所) ため池の整備を一層進める必要があるが、対象となるた
め池数が多く、膨大な経費と時間が必要となる。
また、農家の減少、高齢化等の影響で、地元負担を伴

う整備事業に対する農家の意識が消極的になってきてお
り、事業実施箇所数が減少している。

【今後の取組方針】
・ 緊急に整備の必要な部分のみの整備で効率的に安全度
の向上を図る整備手法を採用。

・ 県と市町が連携して説明会を行い、ため池管理者の意
識改革を図るなど、啓発活動を強化。

【今後の取組方針】・災害に強い漁村づくり ・海岸保全施設の整備完了：2地区 ・海岸保全施設の整備完了：2地区 4地区 5地区 6地区
海岸保全施設の整備完了 （累計） （累計） (累計) (累計) (累計) ・ 引き続き、推進方策策定時の計画に基づき、海岸保全

(4地区) 施設の整備を推進。


















































